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小松　がん関連の施策の推進により，
がん医療に対する看護師の意識も大き
く変わってきました。
　11分野ある専門看護師の登録者
1466人のうち，がん看護専門看護師
は 581人と，4割に達する人数です
（2015年 2月時点）。また，がん看護
関連分野の認定看護師も 4000人以上
を数え，がん看護は最も専門性が発展
している領域と言えます。
　そのような中，今後がん医療に携わ
る看護師の課題として挙げられるの
が，①がん医療にかかわる看護師の実
践力の底上げと標準的ケアの推進，②
チーム医療の推進，③患者とその家族
の QOL向上，④在宅療養支援・地域
連携の 4点だと考えます。がんに携わ
る看護師は，今まさにいくつもの大き
な課題を突き付けられていますが，こ
れらは，挑戦の機会でもあるのです。
大江　専門・認定看護師は本当に増え
ましたね。それだけ社会からのニーズ
も高いということです。近年，高度先
進医療やがん患者の個別化医療が進
み，看護師が担う範囲もどんどん広く
なっています。がんの分野を担当する
専門・認定看護師の方々の知識は，共
に働く医師と肩を並べるほどしっかり
しており，私はいつも感心しています。

さらに，看護師はチーム医療の中で中
心的な役割を果たしています。
　しかし，専門・認定看護師の絶対数
はまだ十分とは言えません。将来的に
は，例えば外来の化学療法室にいる看
護師全てが認定の有資格者，というレ
ベルに達するのが理想でしょう。当院
もそこまでは至っておらず，専門・認
定看護師の方々がリーダーとなって一
般の看護師の教育に当たっている段階
です。がん医療の知識を有する看護師
を，もう少し効率的に増やしていきた
いですね。

標準的ながん看護ケアの
実施に向けて

小松　そこで，1つ目の課題である，
がん看護に携わる看護師の実践力の底
上げについてです。
　日看協も 2013年から「がん医療に
携わる看護研修事業」を実施し，各施
設の専門・認定看護師が「緩和ケアに
関する指導者となる看護師（リンク
ナース）」を教育できるよう研修を行
っています。本事業は，日本がん看護
学会と協働し，特別委員会が組織され
進められています。
梅田　特に，がん専門病院ではない一

般病院でも，がん患者さんが集まる部
署に注力してレベルを上げていかなけ
ればなりません。私は専門看護師にな
って十数年が経ちますが，看護師の実
践力の底上げも「量」から「質」へと
次のステップに進むことも必要だと思
います。当院は，かつての量的な底上
げ偏重から，変わりつつあります。
小松　どのような点でしょう。
梅田　専門・認定看護師自身ががん看
護に特化した仕事を作り出し，がん看
護にかかわる看護師の臨床実践の意義
を，医師や組織に理解してもらえるよ
うな働き掛けが増えていることです。
小松　組織の変容を促すという，次の
段階に進んでいるのですね。今後「質」
を高めるには，医療者同士が共通認識
を持てる標準的なケアをいかに提供で
きるかも問われてきます。医師から見
て，標準的ケアが特に必要とされるの
は，どのような分野でしょう。
大江　それは，化学療法による治療と
ケアです。がんの治療法には主に手術
療法，化学療法，放射線療法の 3つが挙
げられますが，そのうち「化学療法」で
は，分子標的薬を用いた治療が格段に進
んでいます。かつて抗がん薬による副
作用といえば，消化器毒性による悪心・
嘔吐，血液毒生による脱毛などとおお

まかに決まっていました。ところが，新
しい分子標的薬の開発により，その薬
ごとに多様な副作用が出るようになっ
た。内科的な管理に限らず，幅広い知識
に基づいたケアが必要になっています。
小松　症状が複雑なだけに，医師も把
握が大変だと思います。
大江　全ての医師が，全ての領域を把
握することは当然不可能ですから，そ
こに看護師の活躍が期待されるので
す。副作用の管理に看護師が介入する
ことで，患者さんはもちろん，医師も
さまざまな負担が軽減されます。実際
当院では，看護師が皮膚科など他科の
医師とコンタクトをとってケアを引き
継ぐなど，非常に重要な役割を果たし
ています。
梅田　たしかに，皮膚科など他科への
コンサルトは看護師の仕事にすべきで
すね。ただ，他科の看護師も，必ずし
も全員ががんを専門としているわけで
はありません。ですから，他科とのや
りとりも，がんの専門知識がある看護
師同士で常時できるようになると，連
携がもっとスムーズになると思います。
小松　新しい分子標的薬には，どう対
応していますか？

■［鼎談］がん医療はチームで担う（小松浩
子，大江裕一郎，梅田恵）/［連載］看護のアジ
ェンダ 1 ─ 3 面
■［寄稿］チーム医療を再考する（勝山貴美
子） 4 面
■［寄稿］すべての子どもに優しさが届く社
会を（中板育美） 5 面
■［寄稿］青年海外協力隊員としての保健
教育活動（馬瀬敦子） 6 面
■［連載］量的研究エッセンシャル 7 面

　2007年のがん対策基本法施行に伴い，がん対策推進基本計画
（以下，基本計画）が策定され，がん医療の均てん化をめざした
第 3次対がん 10か年統合戦略の推進によって，がん診療連携拠
点病院の整備などが進んだ。2012年度には，第二次基本計画が
閣議決定され，現在 5か年計画も 4年目を迎えようとしている。
　今後ますます超高齢社会が進み，がん患者数や死亡者数の増
加が予想される。一方高度先進医療の進展に伴いがんの治療法
は多岐に渡り，医療者に求められる知識とスキルも格段に増え
ている。
　患者とその家族をとりまく社会状況なども変化する中，がん
看護もより一層の充実が求められる。本鼎談では，がん医療の
動向と課題を踏まえ，がんのチーム医療の中心として看護師が
担うべき役割について語っていただいた。
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大江　開発はまさに日進月歩で，新し
い分子標的薬が出るたびに院内で勉強
会を開いています。
小松　新薬は個々人で対処できるもの
ではなく，他の専門職との連携や協働
が欠かせません。国立がん研究セン
ター東病院（以下，東病院）では肝細
胞がんに対する分子標的薬ネクサバー
ルの使用に際し「チームネクサバール」
というチームを作ったことで，副作用
に対する専門職によるチームアプロー
チの効果を非常に高めたという報告が
あります 1）。
大江　分子標的薬による患者さんへの
副作用対策を，全て個々のチームとし
て行っているわけではありません。
次々に新しい分子標的薬が出ています
から，単体の薬ごとのチームではなく，
抗がん薬治療の一環としてチームを組
み，適宜対応を協議する形が多いです。
梅田　専門的に対処できる集団が組織
され，標準的な介入モデルを示し，そ
れを現場に還元していく。このような
パターンができると，標準的ケアも整
い，専門・認定看護師以外に一般看護
師の実践力の底上げとも連動していけ
るでしょう。さらに，こうした介入モ
デルが院外にも波及していけば，どの
施設の外来でも似た機能が持てるよう
になる。がん医療のレベルもまた一段
高くなるのではないかと思っています。

多職種連携で臨む服薬管理

小松　がん医療の 2つ目の課題にチー
ム医療の推進が挙げられます。現在，
がん診療連携拠点病院であっても，専
門・認定看護師の数は決して多いとは
言えず，中には専門・認定看護師がい
ない施設もまだ数か所あるのが現状で
す。こうした状況の中，患者さんに適
切な治療とケアを行うためには，医師
と看護師，さらに薬剤師が連携し，知
恵を絞っていかなければなりません。
大江　私が昨年度まで在籍した東病院
は，2009年に「薬剤師外来」を開設
しました。一番初めの抗がん薬処方時
には薬剤師による指導が必ず入り，そ
の後のフォローアップにもかかわりま
す。医師が患者さんを診察する前に，
薬剤師が直接話をして，服薬状況や副
作用をチェックする。その上で，医師

認知機能は問題ないと思っても，看護
師の観察により，機能が落ちていると
わかったこともあります。看護師は，
患者さんの様子をよく見ていますね。
梅田　高齢になるとアドヒアランス以
前に，認知機能低下による問題が出て
きます。患者さんが「薬は飲んだ」と
言っても，実は飲んでいなかったり，
「体調に変化があったら知らせてほし
い」と伝えても，言われたことすら忘
れていたり。
大江　がんで亡くなる方のおよそ半分
は 75歳以上です。高齢化の問題と服
薬管理は切っても切り離せません。
梅田　高齢患者を見守る家族も，既に
高齢になっている場合もあります。看
護師が生活環境まで想定し，できる範
囲の管理方法を医師や薬剤師と話し合
いながら，時間をかけて説明する必要
があります。
大江　ご家族の患者さんへのかかわり
の様子は見落とせません。医師だけで話
をするのは，いくら時間があっても足
りませんし，得られる情報にも限りが
あります。さまざまな判断をする上で，
看護師の介入や情報提供は非常に有益
です。それがないと特に高齢者の場合，
治療に対する判断を間違いかねません。

看護師の「予測する力」で
患者・家族をサポートする

小松　基本計画では，「がんと診断さ
れた時からの緩和ケア推進」が掲げら
れ，医療者に限らず広く浸透しつつあ
ります。患者さんは，がんと診断され
た時から苦悩を抱え，難しい治療を理
解し，ご自分の治療に向き合っていく
ことになります。治療から退院後の生
活まで，がん患者さんの QOLをどう
維持向上すればいいのか，これが 3つ
目の課題です。
大江　がんと共に生きていくことにつ
いて深く考える患者さんが増えていま
すね。社会によるがん対策の啓発によ
り，医療者と患者さん，それぞれに意
識の変化が起こっているのでしょう。
小松　治療に限らず，心理的なサポー
トや意思決定支援など，看護師がかか
われる場面は多いと思うのです。
大江　その点，大きな期待を寄せてい
ます。東病院では，2014年に「サポー
ティブケアセンター」を設置し，看護
師，ソーシャルワーカーを中心に医師
を含めた多職種のチームで運用してい

に処方の提案もしてくれます。
小松　その取り組みは参考になります
ね。昭和大病院では服薬指導の際，看
護師と薬剤師の分担はどうしているの
でしょう。
梅田　入院中は薬剤師が行いますが，外
来では薬剤師が配置されていないため，
看護師が行います。薬剤師も入院・外来
を通してサポートをしたいと考えてい
るものの，体制整備が追いついていな
いのが現状です。薬剤師による服薬指
導の体制は施設によりかなりばらつき
があるのではないでしょうか。病棟から
外来にどのように継続して指導できる
のかは，どの施設も課題かもしれません。
小松　2014年の診療報酬改定により，
薬剤師によるがん患者指導管理に診療
報酬が加算されるようになりました。
チームの一員として外来で薬剤師と協
働するために，看護師にはどんな役割
が求められているのでしょう。
梅田　薬剤師による患者さんへの薬剤
の使用方法・管理方法についての説明
はとても重要です。そこで，両者のや
りとりがよりスムーズになるような橋
渡しが，看護師の重要な役割になりま
す。患者さんからの連絡や情報は，ま
ず看護師が受けることが一般的かと思
います。そのため，在宅や介護施設と
いった患者さんの療養環境，家族の協
力体制の有無や患者さんの気掛かりな
点，コミュニケーション・パターンな
ど個々の状況の違いを薬剤師とも共有
し，効果的な服薬指導につなげること
が患者さんにとってのメリットになる
と思っています。
小松　看護師によるアセスメントが必
ず入るからですね。では，医師から見
て，服薬管理で注意していることは何
でしょうか。
大江　高齢の方で，認知機能が低下し
ている患者さんです。医師が会話して

ます。地域の医療機関との連携の他に，
患者・家族の生活に関する多様な心配
事の相談に対応し，安定した生活基盤
を確保するための支援も行っていま
す。がんの場合は治療の選択肢が複数
あり，正解は一つではありません。さ
まざまな判断を行う過程で，サポーテ
ィブケアセンターのような機能が患者
さんを支援することで，より正確にア
ドバイスできると実感しています。今
はトライアルの段階ですので，呼吸器
科のがん患者さんのみ，看護師が初診
時からコミュニケーションをとってい
ます。診療報酬上の裏付けが不十分だ
ったり，マンパワーが足りなかったり
という問題はまだありますが，この仕
組みはぜひ他施設にも導入をお勧めし
たいです。
小松　初診時に診察を受けるところか
らサポーティブケアセンターの専門・
認定看護師がフォローアップしていく
ということですか。
大江　そうです。患者さんの初診時か
ら，医師の診察にセンターの看護師が
立ち会い，患者さんが治療についてど
の程度理解しているか，身体的なこと
以外にも社会生活で困っていることは
ないかをアセスメントし，トータルに
サポートします。
　患者さんの中には，医師に対して遠
慮してしまう方もいます。そこに看護
師が入ることで，医師だけで聞くより
も，もっと多くの情報を把握できます。
小松　梅田さんも昭和大病院でがんの
診断時に立ち会うことはありますか？
梅田　初診や治療の変更時のサポート
に入ることがあります。
小松　そこで心掛けていることは。
梅田　それは，「予測する」ことです。
患者さんの気掛かりなことは何か，乗
り越えなければならない治療は何かを
見越してコミュニケーションをとるこ
とで，その後のやりとりが大きく変わ
ってきます。初めてがんを経験する方
の中には，「がんを宣告されたらすぐ
死ぬ」「治療にすごくお金がかかる」
といった先入観を持っている人も少な
くありません。不安を取り除ければ，
医師の説明もスッと入りやすくなる。
私は必ず初めに，「がんのご経験はあ
りますか」「抗がん薬についての印象
は何かお持ちですか」と聞いています。
小松　そうすると，精神的に不安定な
状況も落ち着き，自身の治療に向き合
え，前に進めますね。 ↗

●小松浩子氏
1978年徳島大教育学部特
別教科（看護）教員養成課
程卒。同年淀川キリスト教
病院に勤務。82年千葉大
大学院看護学研究科修士
課程修了。83年聖路加看
護大講師，88年同大助教
授。93年同大大学院看護

学研究科博士課程修了。94年同大教授を経て，
2010年より現職。日本がん看護学会理事長を務
める。その他，厚労省「緩和ケア推進検討会」
構成員，日看協「がん医療に携わる看護研修事
業特別委員会」委員長など役職多数。

●梅田恵氏
1987年京都市立看護短大
卒。同年淀川キリスト教病
院入職。92年聖路加看護
大卒業後，イギリスにて緩
和ケア研修を受ける。99
年聖路加看護大大学院（が
ん看護専門看護師コース）
修了。94―2006年昭和大

病院に勤務。09年株式会社緩和ケアパート
ナーズ設立。14年聖路加看護大大学院博士
後期課程修了。同年 12月より現職。日本が
ん看護学会理事，日本専門看護師協議会副代
表などを務める。
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を続けます。
梅田　患者さんが，初診から継続して
専門・認定看護師とかかわることで関
係性も築かれ，退院や在宅療養の導入，
転院まで円滑に進められます。それに
は「緩和ケアセンター」や「サポーテ
ィブセンター」と呼ばれる部門がハブ
機能を持ち，患者さんの情報が共有さ
れる仕組みを整える。看護師も部署は
違えども気持ちは一つのチームです。
ハブ機能として情報や専門的な介入を
集約できればもっといろんなことが円
滑にできるようになると考えられます。
小松　全国に 407か所あるがん診療連
携拠点病院から多くの施設に広げてい
かなければなりません。

＊
梅田　がんは，今や一生のうちに国民
の 2人に 1人がかかる病気です。とい
うことは，看護師も 2人に 1人はがん
になる可能性があるわけです。以前，
当院で看護師を対象とした乳がんセミ
ナーを行ったときに，意外に関心が低
いことに驚きました。看護師は女性が
多く，乳がんになりやすい集団と言え
るので，医療者としてだけでなく市民
としてもしっかりがんを理解してほし

　年度末は多かれ少なかれ自分のキャ
リアを考える節目のひとつとなる。日
本の「働く女性」は 2406万人で，雇
用者総数の 43.3％を占める（2013年）。
年齢階級別労働力をグラフ化した際に
描かれる“M字カーブ”は年々緩や
かになっているが，欧米諸国に比べる
と，就業率自体の低さ，カーブのへこ
み度合いが目立つとされる（総務省統
計局「労働力調査」）。

決断のときが来るまで
アクセルを踏み続けよう

　フェイスブック COOのシェリル・
サンドバーグは，キャリアをマラソン
に例えている（村井章子訳『LEAN　
IN』日本経済新聞出版社，2013年）。
マラソンは「長い距離を苦労しながら
走りつづけ，ようやく最後に努力が報
われる」のであるが，マラソンのスター
トラインにつく男性ランナーと女性ラ
ンナーの道程を次のように表現してい
る。「どちらも同じだけ練習を積み，
能力も甲乙つけがたい。二人はヨーイ
ドンで走り出し，並走を続ける。沿道
の観衆は，男性ランナーに“がんば
れー”と声援を送りつづける。ところ
が女性ランナーには“そんなに無理す
るな”とか“もう十分。最後まで走ら

なくていいよ”と声をかける」。そし
て距離が伸びるほど，この声はうるさ
くなる。「女性ランナーが喘ぎながら
もなんとかゴールをめざそうとする
と，見物人はこう叫ぶのだ――“どう
して走りつづけるんだ。子供が家で待
っているのに”」と。
　サンドバーグはこう続ける。子供を
預けて仕事に復帰することは誰にとっ
ても厳しい選択であるとした上で，「自
分が夢中になれる仕事，やり甲斐のあ
る実り多い仕事に打ち込むことだけ
が，その選択の正しさを自分に納得さ
せてくれる」。それゆえ，「仕事を始め
るときから出口を探さないでほしい。
ブレーキに足を載せてはいけない，ア
クセルを踏もう。どうしても決断しな
ければならないときまで，アクセルを
踏みつづけよう」と（この件を書きな
がら，私は今年届いた年賀状の一枚を
思い出した。4人の子育てをした内科
病棟時代のスタッフから，末っ子が就
職してようやく全員が巣立ちしたとい
う報告とともに，「長女を妊娠したと
きに，やってみたら？（仕事を辞めず
に続けるとよい，の意）と背中を押し
ていただいたことを思い出します」と
あった。つわりがひどく休みがちとな
る彼女への同僚からの批判に，婦長と
して対処したことが間違っていなかっ

たことを，30年近くたって確信した）。

キャリアに一本のはしご（ラ
ダー）は適さない

　ここに，「いいキャリアを歩むとは
どういうことか」を考えるヒントがあ
る（金井壽宏著『キャリア・デザイン・
ガイド』白桃書房，2003年）。
1 ）節目がしっかりデザインされている
キャリア

2 ）キャリアを長く歩めば歩むほど，よ
り自分らしく生きていると実感できる
ようなキャリア

3 ）〈わたしが選んだ道だ〉という自己決
定の感覚と，〈皆とともに生きている，
生かされている〉というネットワーク
感覚を感じさせてくれるキャリア

4 ）自分より若い人にキャリアについて
聞かれたときに話せる物語の多いキャ
リア

5 ）知識創造や知恵につながるキャリア
6 ）自分のキャリアから若い世代がいい
影響を受け，自分もそれを自己肯定し
ているキャリア

7 ）個人のニーズと組織のニーズが今の
時点でうまくマッチングされたキャリア

8 ）流されること（ドリフト）さえも楽
しめる余裕を持ったキャリア

9 ）選んだ後，これでよかったかとくよ
くよせずに，次の節目まではしっかり
と歩み始めることができるキャリア

1 0）緊張とリラクゼーションが絶妙に入
り混じったキャリア

1 1）よいガマン（仕事がおもしろくなる
までに必要な最低限以上の努力）はして
いるが，わるいガマン（他の仕事を試し
てもいいタイミングなのに現状に辛抱）
は排しているキャリア

1 2）ちょっとのずれや背伸びするような
課題が今の仕事環境にあるキャリア

1 3）いくつになっても一皮むけて発達を
続けるキャリア

　サンドバーグも指摘しているが，「一
つの企業なり組織なりに就職し，そこ
で一本の梯子を上っていく時代はとう
の昔に過ぎ去った」と考えることがで
きよう。看護界でも転職（場）をする
看護職が一般化している。一般大卒社
会人経験者の看護界への参入も増加し
ている。つまり多彩な人材が多様なキ
ャリアを歩む時代となっている。そう
なると，「一本のはしご（ラダー）」（キ
ャリア・ラダー）は適さないというこ
とになる。つまり，はしごには「広が
りがない。上るか下りるか，とどまる
か出て行くかどちらかしかない」ので
ある。しかし「ジャングルジムにはも
っと自由な回り道の余地がある」とい
う。「これなら，就職，転職は言うま
でもなく，外的な要因で行く手を阻ま
れたときも，しばらく仕事を離れてか
ら復帰するときも，さまざまな道を探
すことができる。ときに下がったり，
迂回したり，行き詰まったりしながら
自分なりの道を進んでいけるなら，最
終目的地に到達する確率は高まるにち
がいない」のである。しかも，「ジャ
ングルジムなら，てっぺんにいる人だ
けでなく，大勢がすてきな眺望を手に
入れられる。はしごだと，ほとんどの
人は上の人のお尻しか見られないだろ
う」という（最後のフレーズは私のお
気に入りである）。
　昨今，看護界における転職ナースの
働きにくさは，キャリア・ラダー神話
に固執している既得権益者たちの価値
観にあるのかもしれない。今や時代は，
キャリア・ラダーからキャリア・ジャ
ングルジムへと，発想の転換を必要と
している。

〈第122回〉

キャリアははしご（ラダー）ではなく
ジャングルジム？！

い。看護に携わる人全てががんを学ぶ
ことに大きな責任があると言えます。
大江　がん医療を含め現在の医療は多
職種によるチーム医療で行われていま
す。チーム医療によるがん診療は今後
もさらに推進されることは間違いあり
ません。その中心は看護師であり，特
に，専門・認定看護師の果たす役割は
大きくなるでしょう。質・量ともにさ
らに充実することを期待しています。
小松　あらためて患者中心のがん医療
の重要性，そのための多職種連携によ
る機動性のあるチームアプローチの発
展が不可決であることを実感しまし
た。看護師は，“がん患者が主人公”
となるよう真のニーズを探り，必要な
ケアを予測しながら，潜在性や可能性
を引き出す役割を担っています。その
ために，専門職者の力を結集する重要
な役割も担っている。看護師自身の知
と技と感性が今まさに問われているの
です。 （了）

在宅・地域移行のポイントは
退院調整

小松　そして 4つ目の課題は，どのよ
うに在宅・地域へつなげるかです。
　患者さんの療養の場を地域へ移行す
る動きは加速しており，在院日数の短
縮化の流れは，がん医療においても例
外ではありません。一方，医療依存度
の高い患者さんの在宅療養には，患
者・家族，医療者共に不安を抱く場面
も少なくありません。
梅田　抗がん薬の有害事象や骨転移な
どによる運動障害など ADL状況によ
っては，退院後に待つ現実が厳しい事
例も増えているように思います。患者
さん自身の病状の理解や経済力，周り
の家族の介護力など，あらゆる要素を
考慮しなければなりません。
大江　「在宅へ」「地域へ」と言っても，
そこには非常に多くの人手を要しま
す。ポイントとなるのは，在宅へ移る
一歩手前，退院時の判断でしょう。
小松　退院後は，在宅医や訪問看護師
の他，ソーシャルワーカー，ケアマネ
ジャーなど地域の医療・介護職が多く
かかわります。退院時にそれら多職種

で話し合って意見を集約することで連
携が図られ，タイミングよく療養の場
に移行できるはずですよね。
梅田　当院では，がん関連の認定看護
師が退院調整を担うことで，がん患者
さんに必要な退院準備を進めることが
できるようになりました。病棟看護師
との意思疎通が図られ，退院も比較的
スムーズに対応できていると感じます。
患者さんがこの先どのような環境で治
療を進めていくのか，患者さん自身が
イメージできるようコミュニケーショ
ンを図る看護師も増えてきています。
大江　治療開始直後，抗がん薬の副作
用など，予想外のことが起こる場合も
あり得ます。そこで，当院呼吸器内科
の肺がん患者さんには，診断後，2週
間程度の短期入院をしてもらい，副作
用の様子を見てから退院，そして外来
で治療を継続するようにしています。
病気が進み，いよいよ状況が悪くなる
と，在宅に移行することになります。
小松　「入院から在宅」ではなく，「外
来から在宅」にシフトしている。
大江　ええ，そのような流れが増えて
きました。退院調整を必要とするがん
患者さんはごく少数で，ほとんどの方
は大きな問題なく退院し，外来で治療

●参考文献
1）池田公史監修．肝細胞癌に対するソラフ
ェニブチームネクサバール――国立がん研究
センター東病院のチーム医療第 2版，メディ
カルレビュー社；2012．
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　今日，ヒューマン・サービスを提供
する多様な領域で，職種間相互の連携
の推進は，その実践にとって不可欠な
課題として取り組まれている。医療の
高度・複雑化，国民のニーズの多様化，
超高齢社会など医療環境の大きな変化
は，一つの職種だけで提供される医療
の限界をもたらし，より専門性の高い
職種が専門分化せざるを得ない状況に
ある。しかし，当然のことながら，専
門性の高い一専門職だけでは ,こうし
た変化に対応する医療サービスを提供
できるはずがなく，多くの職種が協働
することを迫られるようになった。診
療報酬の改定は，多くの医療チームを
構築させ，多職種が共に仕事をする環
境を整備したが，必ずしも成果を挙げ
ているとは言いがたい。
　私は，10年ほど前から認定看護管
理者研修で関連職種との連携について
の講義をしているが，時々，連携を「分
業」だけと誤解している受講生に遭遇
する。病院だけではなく，地域包括ケ
アシステムのネットワーク型の連携が
必要となる時代に，あるべき多職種連
携についての論文 1）を起点に連携の基
本概念や専門職性，組織化の観点で再
考したい。

協同から協働への転換を

　初めに，次のような臨床現場の事例
について考えていただきたい。

●末期がんで緩和ケアを受けている A

さん（80歳代）の退院支援の調整場面。
Aさんは，一番安心できる自宅で過ご
すことを希望するも，今後，痛みが強
くなり身の回りのことができなくなっ
たとき，家族の負担になるだろうとホ
スピス病棟への入院を選択した。
【担当医師】緩和ケアに無頓着。痛み
が強いと言われると貼用麻薬をどんど
ん増やす。
【薬剤師】医師の処方が適切でないと
思うが医師にアドバイスできず，Aさ
んには副作用の便秘についての指導に
とどまっている。
【担当看護師】Aさんの QOLを最優先
にしたいと思うが，強引な医師には何
も言えず悩むも，何も行動を起こせて
いない。
【MSW】担当医師が依頼。Aさんの自
宅からは遠いが，一番早く入院できる
ホスピス病棟を探し，その病院に転院
することを勧めた。

●勝山貴美子氏
2007年名大大学院医学系研
究科医療管理情報学修了（博
士：医学）。01年より名大
助手，04年から大阪府立看
護大助教授，大阪府立大准
教授を経て，11年より現職。
専門は看護管理学。医療者
と患者のコミュニケーショ

ンの在り方，多職種連携に関する研究を行っ
ている。日本医療・病院管理学会評議員，日
本医学哲学・倫理学会理事も務める。

　Aさんに対する医療は，何を目標と
しているのか。かかわっている専門職
は，専門職性を発揮したか。また，個々
の専門職がかかわっている割には，誰
が何をするのか役割が不明瞭で，情報
の共有がなされていない一方通行の医

療になっているのではないか。
　ヘルスケア領域における専門職間の
「連携」は，「『二人以上』の『異なった
専門職』が，『共通の目標達成』をする
ために行われる『プロセス』」 2）と定義
される。「連携」は collaborationであり，
「協働」とも訳され，cooperation（協同）
とは異なる。cooperationは，同じ目標に
向かって一方の組織が主体となり他方
の組織が補助的に協力することである
が，collaborationは，合同で立案し事業
を遂行する，「相互統制的な関係」 3，4），
と定義される。チーム医療推進会議 5）

では，連携は目的と情報を共有し，業
務を分担しつつも，各職種の専門性を
前提とし医療を提供すること，と再定
義がなされ，今まで「協同」の色合い
が濃かった定義に修正が加えられてい
る。つまり Aさんの事例では，多職種
「連携」が成立していないといえる。

専門職間の壁を
取り除くことが連携の第一歩に

　多職種連携は，複数の学問領域や個
人の協力によって行われ，健康や病気
を包括的な視点でとらえた，広範囲で
質の高いケアの実践であるとして期待
されている 6，7）。しかし多職種間の連
携は，必ずしも良好とはいえない。そ
の要因には，価値観が異なること，ア
セスメント方法の違い，役割の曖昧さ，
機能の未分化を含め，法や施策の問題，
基本教育，倫理教育の職種間格差など
があるとされる。近年，薬剤師，栄養
士などの医療チームへの参加の効果，
緩和ケアチームとリエゾンチームの
チーム間での連携の難しさなどが研究
課題として増加しているが，一筋縄で
はいかない課題が潜んでいるように思
う。専門職の持つ自律性 8）は独自の文
化を構築 9）し，時にコンフリクトの原
因になることにも留意が必要である。
　専門職とは，独自の重要な社会的
サービスを提供する人で，独自の知的
技術と専門職としての自律性を持ち，
倫理綱領，継続的学習，研究を実践し
ていく職種であると定義される。看護
職には，「看護者の倫理綱領」があり，
そこには多職種と協働し，良質な医療
を提供することが看護職の責務だと記
述されている。各職能団体へのアン
ケート調査 10）で看護職の役割拡大に
ついての意見を求めたところ，看護職
の判断，技術的能力に対する否定的な
意見も多く含まれていた。各職種が自
分野の専門職性のみを主張し，壁を作
っているようにも受け取れる。
　では，効果的な連携を進めるために

看護職は何をすべきか。自律性の高い専
門職間の連携に向けた看護職の在り方
として，職種の違いにのみ目を向けて
壁を作ることではなく，看護師でなけれ
ばできない専門職性とは何かを意識し
て言語化，情報共有をし，他の職種も同
様に持つ専門職性を尊重し，重なり合
う部分を意識した行動が求められる。

組織設計の 5つの基本変数とは

　自律性の高い専門職間の連携の鍵
は，組織化の視点 11）である。組織化
とは，組織の目標を明確にした上で，
組織設計の 5つの基本変数に基づく調
整を行うことである。その 5つとは，
①組織における仕事の分担，役割の明
確化（分業関係），②指揮命令関係（権
限関係），③どのような役割同士を結
び付けてグループ化するか（部門化），
④役割間の情報伝達（伝達と協議の関
係），⑤仕事の進め方に関する規則や
規定（ルール化）であり，これらを含
んだ体制の整備が必要だという。ただ
し，患者に提供するサービスによって
柔軟に対応できなければならない。
　リーダーシップ理論 12）でも，組織
化は「体制づくり」として説明される。
多職種連携のためには，組織構造の設
計をしなければならないのである。A
さんの事例を，組織設計の 5つの基本
変数で分析してみると，役割が不明確
であり，役割間での情報伝達の方法（伝
達と協議の関係）が成立していない。
患者の希望，QOLを考慮し，どの職
種がどのようにかかわるべきか，その
方向性を決め，Aさんの反応や情報を
電子カルテに記載，共有し，カンファ
レンス実施のルールなどの組織化がな
されると効果的な連携が生まれるので
はないだろうか。

ネットワーク型連携の志向へ

　地域包括ケアの時代に何を考えるべ
きか。それは，自助，互助，共助，公
助の考えに基づいた住まいと住まい方
を基本とした生活と医療，介護，福祉
の連携である。Aさんの事例のような
小さな連携の問題より，もっと広いネ
ットワーク型の連携になる。この連携
の中心に住民の自助の意識がなければ
ならず，病気になった人だけに焦点を
当てているだけでは十分ではない。
2014年に改正された医療法第 6条に，
「国民は良質かつ適切な医療の効率的
な提供に資するよう，医療提供施設相
互間の機能の分担及び業務の連携の重
要性についての理解を深め……」と，
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チーム医療を再考する
多職種連携の本質について，専門職性，組織化の観点から
 勝山 貴美子　横浜市立大学医学部看護学科教授・看護管理学

国民を含めての連携の必要性が盛り込
まれた。これを，医療者はどう考える
か。どこで，誰がそれを伝えるのか。
その役割も医療者は負っているのであ
る。本来の意味での，患者を含めた連
携を再度考える時期に来ているのだ。
　現任教育も同様である。従来の看護
師教育から発想の転換が必要になる。
地域の住民の生活はどのようなものか，
目で見て，肌で感じ，何が連携として必
要かを考えないと，これからの連携は
成り立たない。また，「2025年問題」を
超高齢社会の問題としてとらえる議論
はなされているが，2025年には，若
い世代の負担も大きくなる。支える側
は，その準備ができているのだろうか。
　NPO法人ささえあい医療人権セン
ターCOMLは，子どもの自助を促進
するための試みとして「いのちとから
だの 10か条」 13）を作成し，無料配布
を開始した。これは，子どものうちか
ら自身のことを知り，人に伝えること
のできる，まさに自助を学習する上で
意義のある取り組みである。
　新たな連携を模索するこの時代，一
方通行の連携は限界を迎えたといえよ
う。地域ごとに検討すべき内容は異な
るが，連携の基本的な考え方とネット
ワーク型の連携の意味は押さえておき
たい。
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すべての子どもに優しさが届く社会を
中板 育美 日本看護協会常任理事／「健やか親子21」の最終評価等に関する検討会委員

　「健やか親子 21（第 2次）」は，10
年後までに母子保健ビジョン“すべて
の子どもが健やかに育つ社会”を実現
するための羅針盤です。実現するため
に取り組むべき課題として，3つの基
盤課題と 2つの重点課題が掲げられま
した（図）。
　課題ごとに，健康水準・健康行動・
環境整備の指標と目標値が設定されて
います。第 1次計画の達成状況や現状
の母子保健課題を踏まえて見直された
目標値は，着実に取り組まれるよう，
5年後と 10年後に段階的に設定され
ています。さらに検討会報告書 1）には，
母子保健水準の地域間格差を拡大させ
ないための方策，国や地方公共団体，
国民それぞれに求められる役割が明記
されています。
　各自治体でも次期計画の検討が始ま
っています。国民運動計画であるとの
認識を強め，国民の主体的な取り組み
と関係機関や関係団体，企業などの力
を結集して，すべての子どもに優しさ
が届く社会をめざしましょう。

「健やか親子 21」の
最終評価から見えた 2つの問題

　第 2次計画策定に当たり，「健やか
親子 21」（2001―2014年）の各指標の
達成状況と考察を中心とした最終評
価 2）が，①母子の保健水準，②望まし
い住民の行動，③自治体および関係団
体の取り組み（実施率）の 3つの視点
から行われました。既存の 69指標（74
項目）のうち，「改善した指標」の割
合が 81.1％（60項目）を占める一方
で，看過できない問題も見えてきまし
た。
　1つは，母子保健関連の計画策定や
取り組み，実施体制などにおいて，自
治体間格差が表面化したことです。
379の市区町村（21.9％）が，母子保
健計画（次世代育成計画などの他の計
画内に盛り込む場合も含む）を策定し
ていませんでした。母子保健計画は次
世代育成支援対策推進法に基づく行動
計画の一部とされており，計画の策定
が努力義務であることがこの差を招い
ている可能性もあります。「健やか親
子 21」の最終評価についても，そも
そも「健やか親子 21」を策定してい
ない，あるいは策定してはいるものの
評価を行う予定はないと考える自治体
が 3割弱ありました。
　もう 1つは，情報の利活用が不十分，
あるいはできていない自治体があるこ
とです。526の自治体（38.9％）が都
道府県から提供された市区町村の母子
保健統計情報をあまり活動に利用でき

ていませんでした。今後，
情報の利活用を促していく
必要があります。そのため
には，まず各自治体のデー
タ収集方法や要精査・要支
援基準のばらつきを改善
（例えば母集団のとらえ方
や健診の精度管理基準の自
治体間の違いの点検・確
認・調整）しなくてはなり
ません。加えて，周産期医
療や小児医療は医療計画と
連動しますから，都道府県
と市区町村が，相互の役割
の違いを十分に生かし，精
度の高い情報管理・情報の利活用を推
進していくことが期待されます。

複雑化，高度化するテーマに
いかに対応するか

　第 2次計画では以下の 4つの観点か
ら，目標値を定めた 52の指標と目標
値を定めない 28の参考指標が設けら
れました。
1 ）目標値は達成しているが今後も維持
し続けることが大切な指標（乳幼児健
康診査の受診率など）

2 ）目標を達成・改善できなかったもの
（10代の自殺率の減少など）
3 ）新たにきめ細かく取り組む必要のあ
るもの（児童虐待防止対策や育てにく
さを感じる親への支援など）

4 ）指標から外すことで再度悪化に転じ
る可能性があるもの（喫煙や飲酒対策
など）
　母子保健分野が扱うテーマは，複雑
化，高度化しています。特に 2つの重
点課題は理念的に提案されたものでは
なく，実践現場からの高い家族支援
ニーズに基づいています。
　近隣者が子どもを気に掛け，地域ぐ
るみで子育てに参画していた時代は過
去のものとなり，親は，核家族化に伴
う孤立や地域のつながりの希薄化に追
い込まれやすくなっています。さらに
経済の不安定さや親の意に添わない子
への対応，育児不安などの日々の生活
ストレスが追い打ちをかけ，子育てに
脆弱な家庭数や虐待相談件数は増加の
一途をたどっています。
　重点課題 1の「育てにくさを感じる
親へ寄り添う支援」には，子どもの障
害の有無や種類，程度差にもよります
が親にとって受容しづらい時期，すな
わち混沌と悩む時期でもある幼児期の
支援，子どもに翻弄され自責の念を抱
く親への支援，親の対応力向上に向け
た支援等があるでしょう。あるいは，
まだ断片的であるサポート体制の整備

や資源の地域間格差の解消に向けた取
り組みも必要です。それらを考慮して，
発達障害を含む育てにくさを感じる親
への早期支援体制を市区町村に求め，
それをバックアップする県型保健所の
割合にも指標では言及しています。
　重点課題 2の「妊娠期からの児童虐
待防止対策」については，虐待などの
不適切な養育に至る親に関する情報の
共有，そして特定妊婦が最低限の家族
支援を得る機会に恵まれず，飛び込み
出産に至る事例や，精神疾患を併存し
愛着形成が危ぶまれる事例などの早期
発見のための仕組みが必要です。さら
には，保健・医療・福祉機関などの多
職種連携による，妊娠期からの虐待予
防システムが求められており，「要保
護児童対策地域協議会への産婦人科医
療機関等の関係職種の参加」や「児童
虐待に対応する体制を整えている医療
機関の数」が指標として新たに加わり
ました。特定妊婦も含め親の性格特性
や家族病理への介入，未熟なパーソナ
リティーを持つ親への対応，親子の愛
着形成に関する評価せずして，問題に
関与することはもちろん，虐待から親
と子を守ることはできません。

継続的支援が可能な
ポジションを生かして

　すべての子どもが健やかな生活を送
ることができるという絶対的価値によ
れば，子どもの育ちを支える親の心身
の安定を支えることも，健やか親子，
すなわち母子保健の範疇と言えます。
　母子保健法に基づく保健活動は，妊
娠から出産，産後 1か月の訪問，3か
月・1歳半・3歳児健診，随時の相談
や家庭訪問，各種教室・グループ支援
などを通じて，親と子の健康を一貫し
て管理し，継続的な関与（支援）を可
能とする好ポジションを有していま
す。既に各自治体で 90％以上の受診
率を保つ健診に，健診内容の標準化と

高い精度が加われば，重点課題に関す
るより適切なニーズの把握や支援策へ
の可能性が広がります。これが情報活
用の強化であり，活動の質向上と柔軟
な対応力に結び付きます。
　また，そうして得られたデータは行
政間での情報交換はもとより，住民へ
の説明を通して，住民一人ひとりに優
しい地域づくりを働き掛けるためにも
活用されるべきです。

国や都道府県“ありき”の
事業から“あるべき”事業へ

　多くの法定事業や各省庁から縦割り
で指示される事業を，地域の実態に合
わせて横軸で調整・統合し直し，国や
都道府県からの“ありき事業”を“あ
るべき（必要な）事業”に変換する機
能が市区町村には求められています。
市区町村は，①地域の母子保健データ
や日々の活動から把握される子育て事
情を統合させ，②できていることとで
きていないことを社会的かつ心理的，
医学的状況から判断（課題抽出）し，
③課題が解決された姿（あるべき姿）
を描き，④第 2次の指標を参照しつつ
その実現に向けて，実施したい手段（保
健事業）を活動の展開過程に有機的に
組み入れ，⑤単年度あるいは複数年度
で評価して成果を可視化する，という
PDCAサイクルを保健所との重層的な
関係構築の下で行うことになります。
各自治体で大きな乖離がないよう都道
府県が検証する必要もあるでしょう。
市区町村と同時に都道府県の役割もク
ローズアップされたと考えられます。
　少子超高齢社会のさなか，あらゆる
人々を優しく包み込む社会の創生に
は，人と人の絆，志や縁を大切にし，
世代間の連携や信頼を築いていく必要
があります。地域での日々の暮らしの
中で，一人ひとりが自立しながらも相
互にかかわり合い，たゆまぬ進歩を続
けることで，子どもが伸びやかに育ち，
子どもの笑顔に癒やされ安心して老え
ることができるコミュニティーを地域
単位で築きたいものです。
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ぜ自分はここに配属されたのだろうと
悩む日々が続いた。それでも悩んでい
ても前に進まない，とにかくやってみ
ようと自分のできることを行動に移し
始め，地区中学校，高校を巡回し性教
育を行った。テーマを，①身体の仕組
み，二次性徴の変化，②道徳観，③将
来の夢，④親の役割の 4つとし，各学
校の生徒に健康教育を行った。
　当初の要請にはなかったが，さらに
もう一つ取り組んだ活動が衛生教育だ
った。対象小学校で行った教育内容は
手洗いや歯磨き，また栄養に関するこ
とから環境美化についてまでである。
地域には顕在化した衛生問題がいくつ
もあったからだ。例えば，彼らの多く
がアルパカや牛，馬，ロバなどの家畜
の世話をしているので手はいつも汚れ
ている。しかし彼らは手を洗わない。
同国では，食べるときに手を使うこと
もあるため，手を洗わないことが感染
症の原因にもなり，消化器症状が出る
と栄養状態の悪化にもつながる。私は
子どもたちへの衛生教育は必須と感
じ，ぜひ取り組みたいと思い，配属先
と相談し実施した。

試行錯誤を重ね，熱意が伝わる

　ボランティアの多くは活動する中で
いくつかの壁に当たる。その一つが言
葉の壁だ。異文化への戸惑いもあり，
慣れないスペイン語では伝えたいこと
の半分も話せないこともあった。彼ら
は興味のないことには全く耳を傾けな
い。学校と交渉してせっかく許可をも
らった 1時間が無駄になってしまうこ
とが何度もあった。試行錯誤を繰り返
し現地に合った活動スタイルに変えて
いく。生徒自ら考えたり参加できるよ
うに画用紙やマジックを使用したり，
また退屈しないよう楽しみながら遊べ
る工夫をとパズルや工作を取り入れ
た。一番好評だったのは日本の文化に

ついて話すこと。授業の合間に日本の
話が出ると，子どもたちは皆興味津々
に聞いてくれた。ほとんどの人が外国
を知らない現地で，私は「歩く異文化」
として人々の関心の的だったようだ。
　海外ボランティアというかねてから
の夢を持ち，思い切って飛び込んだ協
力隊だったが，時につらいこともあっ
た。活動場所を自分で探すことから始
め，対象者がたった 2人だけのときも
あり，活動内容も最初に抱いていたイ
メージより実際には地味で，自分の非
力さを幾度となく感じた。そんなとき
は，なぜ自分はここにいるのかと振り
返った。彼らがボランティアを待ち望
んだわけではなく，自分自身がそれを
したかったのではなかったかと，ボラ
ンティアの原点に返った。くじけそう
になったり悩んだりはしたが，幸いに
も私の熱意は多くの関係者に受け入れ
られ，協力を得られた。「また来てね，待
ってるよ」「どうしたんだ，元気ないじ
ゃないか」という彼らの何気ない言葉

●馬瀬敦子氏
2006年岡山大医学部保健学科看護学専攻
卒。同年より現職。12年 6月から 2年間，
「現職参加制度」により，青年海外協力隊
員としてエクアドルに派遣される。14年に
帰国した後はすぐ臨床に復帰している。

●部局と看護部の連携で育てる看護職の国際感覚――岡山大の取り組み
岡山大大学院保健学研究科教授・深井喜代子（同研究科・国際交流推進WG代表）

　本学の保健学研究科は，学部教育の理念に国際化に対応できる人材の育成を掲げて
いる。医学部保健学科は，看護学，放射線技術科学，検査技術科学の 3つの専攻で組
織され，それぞれが臨床を持つ実践科学であり，保健・医療・福祉の領域では国際的
視野と国際感覚を育てる教育が不可欠である。部局内には海外活動経験者はいたが，
個人レベルでの学生への対応に限られ，部局全体では周知しにくかった。そこで，
2005年に部局内に独自に国際交流推進ワーキンググループ（以下，WG）を立ち上げ，
主に学部生の国際活動支援を行ってきた。活動内容は，国際活動の専門家や海外の研
究者を招いての公開講演会の開催，部局間協定締結にこぎつけたタイの看護大学との
交流（毎年，相互に学部生の短期研修を実施），教員間の教育・研究交流である。こ
れらの活動はウェブサイトやポスター，メール等を通じてことあるごとに学生と教員
に伝えている。WGの運用費は学内グラントや互助会費，寄付などを充てている。こ
うした取り組みの目に見える成果には，本学の志願理由に国際交流活動支援体制があ
ると言う受験生が少なからずいることが挙げられる。
　今回，青年海外協力隊としてエクアドルに派遣された馬瀬敦子さんも，部局の国際
化推進教育体制下で育った卒業生である。一方，岡山大病院には馬瀬さんと予定者を含
め，青年海外協力隊員は 7人に上り，他にも継続的に海外医療活動に参加する看護職が
数人いたが，活動を推進・支援する組織はなかった。そこで昨年，看護部にも「国際
交流支援WG」を立ち上げ，研究科の「国際交流推進WG」と連携しながら，学部と病院
の学生・職員の国際活動を支援することになった。2つのWGを基盤に，二人三脚で部
局・職種を超えた実践と教育・研究の国際化に引き続き取り組みたいと考えている。

　海外ボランティアをしたいと思った
きっかけは一冊の本からだった。黒柳
徹子著『トットちゃんとトットちゃん
たち』（講談社）を読んだのは私が小学
6年生のとき。写真と文章で見たアフリ
カの現状は小学生にはとても衝撃だっ
た。「どうして水がないの？　なぜこん
なに痩せているの？　どうしてみんな
病気になるの？　そしてなぜ死んでい
くの……？」幼心になんとかして助けた
いと思った。この記憶が医療の道を選
択する布石になったのかもしれない。6
年後，私は進路に躊躇なく看護学を選
び，岡山大医学部保健学科に入学した。

給与支給・職場保証の現職参
加制度で青年海外協力隊員に

　青年海外協力隊を知ったのは大学生
のとき。電車の壁に貼ってある広告が
目に留まった。関心はあったが，自分
にはできっこないというか，そのとき
は自分とは別世界のように感じた。卒
業後は看護師として岡山大病院で勤務
し，忙しいながらも充実した日々を送
っていた。そんな中，同級生で同僚の
看護師が青年海外協力隊員としてトン
ガに派遣された。彼女の挑戦は私の中
にあったもやもやしたものを一気に払
拭してくれた。できないと決めつけて
いるのは自分，やらないで後悔するよ
りやってみて後悔したほうがずっと価
値があると，すぐに協力隊への応募を
決めた。また当院に「現職参加制度」
があることも決意を強く後押ししてく
れた。海外で活動している期間，給与
が支給され，帰国後すぐに現場復帰で
きるという理想的なシステムなのだ。
　私が派遣されたのは南米エクアド
ル。赤道直下にあるため日差しは痛い
ほど強い。一方，標高 6000　m級のアン
デス山脈が国を南北に走っており，山
は万年雪で覆われている。活動拠点と
なったグアランダは，国内最高峰 6300　
mのチンボラソ山の麓にある小さな町
で，首都キトからは車で約 5時間のと
ころにある。先住民族も多く住むこの
町の保健事務所に私は配属された。同
国では若年妊娠が社会問題となってお
り，保健省はプロジェクトを作り啓発
活動を行っている。私はそのプロジェ
クトに組まれたボランティア活動の担
い手として配属されたのである。
　とはいえ配属先では事務所でデスク
ワークばかり。青少年なんて誰も来な
いしこちらから出向くわけでもなかっ
た。異文化，言語の違いに慣れず，な

と笑顔に支えられ，2年は瞬く間に過
ぎていった。任期中一度も辞めたい，日
本に帰りたいと思ったことはなかった。
　あるとき，1人の少女が私にこう言
った。「Quiero ser enfermera porque es li-
ndo tu trabajo；ねぇ，私，看護師にな
りたいわ。だってあなたみたいな仕事
って素敵じゃない」。私の活動は単な
る健康教育ではなく，働くこと，看護
師という仕事を伝えていたのだと気付
かされた言葉だった。素直にとてもう
れしかった。私が教えた保健教育の内
容が，子どもたちにとって将来役に立
つ人生ツールの一つになればと願った。

海外ボランティアで広がる視野

　帰国後はすぐに復職した。長い海外
生活を経て，日本の良さをあらためて感
じた。第一に，日本の看護師は素晴らし
いということ。現在勤務している慢性
期病棟では多くの患者は病歴が長く何
度もつらい治療に耐えている。大学病
院ならではの高度医療を提供するため
に，看護スタッフは日々カンファレンス
を繰り返し，看護師一人ひとりが患者
を中心に考え丁寧に対応する。日本の
医療，看護の質の高さを感じ，同時に日
本人の勤勉さ，真面目さも再認識した。
　一つの夢であり目標であった海外ボ
ランティアを実現した今，私にとって
協力隊とは単なるボランティア活動で
はなく，異文化，新たな世界への出合い
と経験であったと言えよう。協力隊で
の 2年間は，また会いたいと思える地
球の裏側の人々に出会わせてくれた。
この経験は間違いなく私の視野と世界
観を広げてくれた。今後それをどのよ
うに活かすか，それは自分次第である
が，今できることは，自分の経験を伝え
ること，そしてやってみたいと思って
いる人の力になることだと思っている。

寄 稿

青年海外協力隊員としての保健教育活動
アルパカと暮らす子どもたちに衛生教育を

馬瀬 敦子　岡山大学病院看護部

●写真左：小学校で行った歯磨きの方法についての授業の様子。教材は筆者の手作り。
右：配属された保健事務所のスタッフと（中央が筆者）。



「量的な看護研究ってなんとなく好きになれない」，
「必要だとわかっているけれど，どう勉強したらいい
の？」という方のために，本連載では量的研究を学
ぶためのエッセンス（本質・真髄）をわかりやすく
解説します。

加藤 憲司
神戸市看護大学看護学部 准教授
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④問いのモデル化
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と風邪との関係が消失するならば，社
会経済状態が結果をゆがめていたのだ
と判断することができます。

モデルの変数をデザインする

　モデルを作る際に検討しておくべき
ことがまだあります。それは，「それ
ぞれの概念をどのように測定するか」
についてです。第 10回（第 3097号）
を思い出してください。抽象的な概念
を数量的に測定できるような形（変数）
に落とし込むことを「操作化」と言い
ましたね。モデルの中の概念は，変数
にすることで初めて測定や分析が可能
となるわけです。濃度や圧力などのよ
うに ,もともと客観的に測定可能な概
念であれば，どのような基準を用いて
測定するかを決めることになります。
　測定すべき変数が決まったら，次に
変数の型（タイプ）を決めます。変数
の型は連続型とカテゴリー型に大別で
きます。長さ（cmなど），質量（kg
など），温度（℃など）といったもの
はいずれも連続型です。一方，性別や
住所地の都道府県などはカテゴリー型
です。ただし，連続型でも例えば年齢
を 30代，40代，50代といったように
層別化すれば，カテゴリー型として扱
うことができます。逆にカテゴリー型
の変数を連続型に置き換えることは，
通常できません。したがって，連続型

んね。風邪をひいたから運動できなか
ったのかもしれませんから。こうした
「因果の逆転」すなわち原因と結果が
ひっくり返ることは珍しくありませ
ん。問いを立てるときには，矢印の向
きに思い込みがないかどうか注意しま
しょう。

第3の因子をモデルに含める

　さて，話が Xと Yだけで済めばモ
デルを作ることは難しくないのです
が，なかなかそうはいきません。なぜ
なら，Xと Yの関係性が，それら以
外の「第 3の因子」によってゆがめら
れている可能性があるからです 2）。図
Bを見てください。ここでは先ほどの
運動と風邪の例を再び用いています。
仮に「運動→風邪」の矢印の向きが正
しいとしても，これらの間の関係が真
実とは限りません。例えば，所得など
の社会経済状態が恵まれた人ほど運動
する余裕があり，なおかつ健康にも気
を配るから風邪をひきにくい，という
可能性が考えられるからです。この場
合，社会経済状態が第 3の因子として
作用していることになります。あるい
はもっと単純に，年齢が若い人ほど運
動の量が多くて風邪をひきにくい，と
いうことだってあるでしょう。
　このような第 3の因子として作用す
るものはたくさんあり得ますから，研
究計画を立てる際には，自分の仮説を
ゆがめる可能性のあるものをできるだ
け排除する必要があります。そしてこ
うした第 3の因子を検討する上で，モ
デルを作っておくことは大変役に立つ
のです。ここでの検討をしっかり行っ
ておかないと，データを取り終わって
結果を解釈する段階で，隠れた第 3の
因子による作用の可能性を指摘されて
も，もはや手遅れになってしまいます。
つまり，第 3の因子を含めて問いをし
っかりモデル化しておくことは，研究
においてどのようなデータを収集して
おくべきかを見通すために不可欠な作
業だと言えます。
　なお，第 3の因子かどうかを調べる
方法に，層別化があります（第 11回
参照）。図 Bの例で言えば，運動と風
邪との関係を所得水準ごとの層に分け
て調べるのです。もし層別化して運動

として測定できる変数はできるだけ連
続型のまま測定しておくのがよいと言
えます。
　なぜ変数の型を決めるのが重要かと
言うと，それによってどの統計的手法
を用いて解析すればよいかが自動的に
決まるからです。モデルを作って変数
の個数や型を明示しておくことは，
データ収集だけでなく解析の見通しを
も与えてくれます。言い換えれば，モ
デルで表現できない問いはデータ解析
をすることができない，ということで
す。研究計画の段階からモデルで考え
ておくことで，データを取った後に適
切なデータ解析法を選べないという事
態を避けることができるのです。冒頭
に述べた，「モデルを作ることは統計
の基本」という真意が，少しずつわか
ってきましたでしょうか。

今回のエッセンス

●問いをモデル化することで，研究の見
通し（データ収集・解析など）が明らか
になる
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　前回，予測をしたい場面において，
モデルの考え方を紹介しました。モデ
ルを作ることは統計の基本です。そこ
で，モデルの考え方を用いて，量的研
究のポイントをあらためて説明します。

あなたの問いをモデル化しよう

　本連載で何度も強調してきたよう
に，量的研究で最も重要なポイントは
「研究上の問い」です。問いはあなた
が研究を進めるにあたっての大切な道
しるべであり，また研究に関して指導
者や他の研究者と議論する際の土台に
なるものです。この時，問いの内容を
わかりやすく示した図があれば，研究
計画を立てたり他者と情報を共有した
りする上でとても役立ちます。そのた
め，研究の全過程にわたって，問いを
モデル化したものを用いて考えること
を強くお勧めします。
　図 Aを見てください。研究上の問
いはこのように，2つの概念（X，Y）
同士の関係性が柱となります。ここで
言う概念とは，研究対象の持つ特性や
要因，現象，あるいは介入の内容や効
果などを総称したものと考えてくださ
い。また矢印は，影響する，されると
いう関係の方向を示します。単純なモ
デルですが，ここにはあなたの問いが
仮説として表されています。すなわち，
「Xという要因が存在すると，Yとい
う結果がもたらされる」「Xは Yに影
響する」「Xは Yを予測する」といっ
た仮説がこの図に込められていること
になります。また，第 11，12回（第
3101，3105号）で述べたように，量
的研究では比較対照を置くことが必須
です。したがってこの図は，「要因 X
が存在しない場合（＝比較対照），結
果 Yがもたらされない」ということ
も合わせて示していると言えます。
　モデルにおいて，矢印の向きを決め
ることはそう簡単ではありません 1）。
例えば，ある調査で「過去 3か月間に
どれくらい運動をしましたか？」「過
去 3か月間で風邪を何回ひきました
か？」という質問をしたとします。そ
の結果，運動の量が多い人ほど風邪の
回数が少なかったとしましょう。でも
これだけの結果から，「運動をすれば
風邪をひきにくくなる」とは言えませ

　本紙で紹介の書籍についてのお問い合わせは，医学書院販売部まで
☎（03）3817-5657／FAX（03）3815-7804
　なお，ご注文につきましては，最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）にて
承っております。

●書籍のご注文・お問い合わせ

●図　第 3の因子の作用を想定したモデルを作る
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